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「2020 年度（第 13 期）官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表

プログラム～」（以下、本制度）は、申請者が所属する大学（立命館アジア太平洋大学）を

通じて応募する必要があります。この「立命館アジア太平洋大学 学内募集要項」（以下、

本要項）と独立行政法人日本学生支援機構（以下、機構）発行の「2020 年度官民協働海外

留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム～募集要項（大学全国コース

／大学オープンコース）」（以下、「日本代表プログラム募集要項」）の両方を熟読の上、本制

度に応募してください。（本要項は APU 独自で定めた内容ですので、必ず各自で「日本代

表プログラム募集要項」も確認してください。） 

なお、本要項は「大学全国コース」「大学オープンコース」の 2 コース共通の学内募集要

項です。地域人材コースについては、トビタテ！留学 JAPAN ホームページより募集情報を

確認してください。※地域人材コースに申請を希望する場合には、各協議会の定める申請締

切日の 2 週間前までにアカデミック･オフィスへ相談してください。 

 

 本制度への応募要件や支援内容等については、原則、機構の発行する「日本代表プログラ

ム募集要項」に準じるものとします。ただし、「日本代表プログラム募集要項」が定める「派

遣留学生を支援することができる在籍大学等の要件」にかかわり、次の事項については別途

立命館アジア太平洋大学（以下、APU）独自の要件を定めています。そのため、応募学生は

「日本代表プログラム募集要項」に定められた要件に加えて、次に示す 1)から 5)の APU 独

自の応募要件をすべて満たす必要があります。 

 

 

（１）APU独自の応募要件 

1) 申請時点において APUに在籍し、卒業／修了する意志のある者（休学中または休学予

定の者を含む） 

 ※停学中の学生は申請締切日までに停学解除となる場合のみ申請を認めます。 

2) APUが実施する危機管理ガイダンスおよび学内合格者ガイダンスに出席できる者※1 

3) 現地滞在期間中（出発日及び帰国日を含む）には APU指定の学校法人立命館留学プロ

グラム用包括契約海外旅行保険※2 および危機管理システム J-TAS※3 に加入することに

同意する者 

4) 現地滞在期間中（出発日及び帰国日を含む）の現地受入機関および現地滞在場所に関

2020年度（第 13期）官民協働海外留学支援制度 

～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム～ 

（大学全国コース・大学オープンコース） 

立命館アジア太平洋大学 学内募集要項 

１．応募要件および支援内容 等 
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する情報（滞在形態等）が確認できる者 

5) 現地滞在期間中（出発日及び帰国日を含む）、定期的に大学へ活動報告を行うことがで

きる者 

※ 留学期間中に在籍状況を確認可能な受入機関がない留学は対象外です。 

※ 留学計画に休学期間を含む場合であっても、本制度への応募によって休学が許可され 

るものではありません。休学についてはスチューデント・オフィスに相談してくださ

い。 

※1 各ガイダンスの実施日時は「２．応募・選考に関わるスケジュール」を参照してくだ 

さい。 

※2 詳細は別途「学校法人立命館留学プログラム用包括契約海外旅行保険のご説明 2019

年 4 月作成版」で確認してください。出発時は 2020 年度版になりますので補償内

容・保険料は変更の可能性があります。 

※3 J-TAS とは特定非営利活動法人海外留学生安全対策協議会が提供する、留学中の事 

件や事故の対応および病気についての相談を受け付ける危機管理支援サービスです。 

 

（２）留学先に関する要件 

留学先機関の所在地が、外務省の「領事サービスセンター（海外安全相談班）」の情

報提供サービス等における「海外安全ホームページ」上「レベル２：不要不急の渡航は

止めてください。」以上に該当する地域への留学や、APU 申請者の現地滞在期間中（出

発日及び帰国日を含む）における危険管理が難しいと大学が判断した留学計画は受け

付けないことがあります。 

 

 

 

項目 スケジュール 

学内募集期間 2019 年 12 月 13 日(金)～2020 年 1 月 31 日(金)16:30 

学内申請者ガイダンス 2020 年 3 月中旬 ※ガイダンスビデオを配信します 

書面審査（一次審査）※ 2020 年 3 月中旬～4 月中旬（予定） 

書面審査結果の通知 ※ 2020 年 4 月下旬（予定） 

面接審査（二次審査）※ 2020 年 5 月 16 日（土）、17 日（日）【東京】（予定） 

危機管理ガイダンス 2020 年 6 月（予定） 

採否結果の通知   ※ 2020 年 6 月中旬（予定） 

学内合格者ガイダンス 2020 年 6 月 24 日（水）4 限 

※詳細は、「日本代表プログラム募集要項」で確認してください 

 

２．応募・選考に関わるスケジュール 
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（１）オンライン申請 

 本制度公式ホームページからアカウント登録をしてください。学内募集期間が始まる前

からアカウント登録は可能です。その際に大学個別に設定されたキーコードの入力が必要

となります。APU のキーコードは 375030 です。アカウント登録完了後、オンライン申請

サイトへログインし、自身の留学計画等を入力してください。また、本制度公式ホームペー

ジにて公開されている案内（日本代表プログラム募集要項・応募の手引・トビタテ学生向け

説明資料など）を熟読の上、応募書類を学内募集期間までに提出してください。） 

※募集期間終了後、オンライン申請システムのログイン･閲覧ができなくなりますので、申

請内容を各自で保存しておいてください。 

 

（２）応募に必要な書類提出について 

応募にあたっては、オンライン申請とあわせてアカデミック･オフィスへの書類提出が必

要です。学内募集期間内に必要書類を提出してください。提出書類の作成については、本要

項 4 ページ「（４）申請書等の作成方法について」を参照してください。提出する全ての書

類は、申請者の学籍番号、氏名および「トビタテ第 13 期応募」と記した封筒に封入した上

で、アカデミック･オフィスへ提出してください。 

 

全員提出 提出方法 

オンライン 書面-紙 

1) 2020年度第 13期トビタテ！留学 JAPAN 学内申請書 - 必要 

2) 2020 年度官民協働海外留学支援制度留学計画書 必要 必要 

3) 自由記述書及びその他補足資料※ 必要 １つの PDF

ファイルに

する 

必要 

4) 留学先機関の受入許可証等、留学計画の実現性を証明できる

文書等の写し※ 
必要 必要 

5) 留学期間が確認できる書類 - 必要 

6) 家計全体を証明する書類 - 必要 

該当者のみ提出 オンライン 書面-紙 

7) ひとり親（母子・父子）家庭を証明する公的証明書 - 必要 

8) 申請書の記入内容により添付が必要な書類（給与支払（見込）

証明書、罹災証明書、障害者手帳のコピーなど） 
- 必要 

9) 在留資格を証明する書類（永住者証明書のコピーなど） - 必要 

10)学習状況や成果・実績を証明する書類（未来テクノロジー人

材枠申請者のみ） 必要 

3)及び 4)と一緒

に 1 つのＰＤＦ

ファイルにする 

必要 

３．応募方法について 
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※「3)自由記述書及びその他補足資料」、「4)留学先機関の受入許可証等留学計画の実現性を

証明できる文書等の写し」および「10)学習状況や成果・実績を証明する書類」をオンラ

イン提出する際には、1 つの PDF ファイルにまとめてアップロードする必要がありま

す。（２MB 以内） 

（３）書類提出場所 

 アカデミック･オフィス窓口  

※アカデミック･オフィス開室時間中にのみ提出可能です。 

（月・水～金：10:00 ~ 16:30 ／ 火：11:30 ~ 16:30 ） 

 

（４）申請書等の作成方法について 

1)【全員提出】2020 年度第 13 期トビタテ！留学 JAPAN 学内申請書 

次の記入上の注意事項を参照の上、必要事項を記入してください。学内申請書は、黒の消

えないペンまたはボールペンで記入してください（修正液等使用可）。 

＜記入上の注意事項＞ 

応募学生氏名 等 応募学生の情報について、全ての項目に回答してください。 

①留学計画 留学計画について、全ての項目に回答してください。 

②奨学金 応募時点での奨学金の受給状況について回答してください。 

③本人住所 申請者本人の現住所および連絡先を正確に記入してください。 

④保護者住所 申請者の保護者の現住所および連絡先を正確に記入してくだ

さい。記入された住所および連絡先は留学期間中の緊急連絡先

として利用します。 

⑤就学者を除く家族 就学者を除く家族について記入してください（申請者本人を除

く）。離婚や死別の場合でも、両親の氏名や状態を記入してくだ

さい。 

⑥就学者 就学中の家族について記入してください（申請者本人を除く）。 

⑦障害 
該当者のみ回答してください。 

⑧長期療養 

⑨家計支持者が単身赴任等の

場合、別居にかかる費用（月

額） 

該当者のみ、おおよその月額金額を記入してください。 

また、単身赴任をしていることが分かる証明書（単身赴任証明

書；書式自由（要公印））および別居に関わる費用を証明できる

資料（賃貸契約書の写し、直近３ヶ月分程度の水光熱費請求書

の写し等）を同封してください。 

⑩1 年以内に火災・風水・盗難

等の被害を受けた場合 

該当する場合には、被害／被災年月を記入し、罹災証明書、も

しくは被害額を示す見積書・請求書等を提出してください。 

⑪署名 申請日には記入した日付を記入し応募学生本人が署名してく

ださい。 
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2)【全員提出】2020 年度官民協働海外留学支援制度留学計画書 

本制度公式ホームページのオンライン申請サイトから各自で申請してください。また、

「実践活動の受入先」は応募時点で必ずしも受入・入学許可が下りている、または申請が完

了している必要はありません。オンライン申請完了後、入力内容を印刷しアカデミック・オ

フィスに提出してください。 

 

3)【全員提出】自由記述書及びその他補足資料 

「日本代表プログラム募集要項」の記載事項に従い作成してください。なお、自由記述書

の記載分量は、Ａ4 ページ 2 枚までとしてください。 

 

4)【全員提出】留学先機関の受入許可証等、留学計画の実現性を証明できる文書等の写し 

留学先機関の受入許可証や既に留学先機関とコンタクトが始まっていることがわかるメ

ール文等、留学計画の実現性を証明できる文書の写しがある場合は選考の加点対象となり

ます。また、受入許可証等が日本語以外の言語で記載されている場合は、日本語の訳文をつ

けてください。 

APU が実施するプログラムについては、本学所定の「プログラム参加意思及び申請状況

確認書」を使用してください。本書式はアカデミック・オフィスの受領印が必要ですので、

申請前に申請者本人が必要事項を記入しアカデミック・オフィスで押印をもらった上で提

出してください。 

※書類をオンライン申請サイトでアップロードする際には「自由記述書もしくは、推薦状及

びその他補足資料」と合わせて 1 つの PDF ファイルにする必要があります。（2MB 以内） 

 

5)【全員提出】留学期間が確認できる書類 

 申請者の留学期間を確認できる、受入機関の学年暦（アカデミック･カレンダー）等を提

出してください。該当年度の学年暦（アカデミックカレンダー）等の入手ができない場合は、

前年度のスケジュールまたは受入機関とのメールのやり取りなどの根拠資料を提出してく

ださい。留学期間（開始日および終了日）記載部分にマーカーを引いてください。交換留学

を除く APU が実施する Off-campus Study Program のプログラム期間については、当該資

料を提出する必要はありません。（交換留学および実践活動については提出が必要です。） 

 

6)【全員提出】家計全体を証明する書類 

 p.8-9 のフローチャートで必要書類を確認し提出してください。 

 

7)【該当者のみ提出】ひとり親（母子・父子）家庭を証明する公的証明書 

ひとり親家庭の場合、ひとり親家庭であることを証明する書類を提出してください。「所

得証明書（課税証明書）」にある「寡婦・寡夫」、「特別寡婦」の欄に「*」印や控除金額が記

されている場合、これによりひとり親家庭である証明になります。「所得証明書」に反映さ
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れていない場合のみ、次のうちいずれか１つの書類を提出してください。 

・源泉徴収票（寡婦・寡夫欄に* 印が記載されているもの） 

・ひとり親家庭等医療費受給資格者証 

・福祉医療費受給資格者証 

・児童扶養手当の支給証明書 

・戸籍謄本 

 

8)【該当者のみ提出】申請書の記入内容により添付が必要な書類 

状態 書類 

家族に６ヶ月以上にわたり療養中

の者または療養を必要とする者が

いる場合  

長期療養のために経常的に支出している金額を証明で

きるもの（領収書等）の直近 6 ヶ月分のコピー 

※長期療養が見込まれるが、療養開始から 6 ヶ月経過

していないときは、申込時点の分まで。 

※長期療養を受けている者の氏名の記載のない領収書

は不可。 

家計支持者が単身赴任の場合 「単身赴任証明書」（勤務先による証明、要公印、様式

自由）および別居に関わる費用を証明できる書類（賃貸

契約書の写し、直近 3 ヶ月分の水光熱費請求書のコピ

ー等） 

※その他、申請書の記入内容により、申請書に記載されている必要書類（罹災証明書（コピ

ー可）、障害者手帳のコピー等）を提出してください。 

 

9)【該当者のみ提出】在留資格を証明する書類 

 日本国籍を所持していない場合、在留資格を証明する書類を提出する必要があります。 

永住者証明書等のコピーを提出してください。 

 

10)【未来テクノロジー人材枠申請者のみ提出】 

「日本代表プログラム募集要項」p.9 を確認の上必要書類を提出してください。 

 

 本制度合格後、留学計画を進めるにあたり、あらかじめ作成した計画に変更が生じる場合、

「留学計画変更申請書」を提出する必要があります。留学計画の変更が認められる主な事由

は、①活動内容の変更、②受入先の変更、③渡航先の変更、④期間・時期の変更、です。「留

学計画変更申請書」の作成にあたっては、変更後の留学計画が、変更前の留学計画の質と同

等であることを証明する必要があります。「留学計画書」作成時には、留学計画に変更が生

じたとしても、当初の計画と同等の質が得られるような計画を意識して作成してください。

４．合格後の留学計画の変更について 
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留学計画変更申請中は、留学を開始し奨学金の支給に必要な書類を遅延なく提出していた

としても、変更が承認されるまでは奨学金の支給が中断されます。また、留学計画変更によ

る支援期間の延長や、奨学金の増額は認められません。 

※世界トップレベル大学等コースの留学先変更について 

 採用後に計画を変更する場合、応募時の留学計画書に記載した第 2 希望・第 3 希望の大

学等以外への変更は認められません。 

※変更内容によっては、変更が認められない場合があります。 
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はい・いいえ どちらに該当する場合も 

【全員提出】家計全体を証明する書類  

家計支持者それぞれについて、以下のフローチャートで必要書類を確認し提出してくださ

い。 

※家計支持者について、父母いずれかの場合はその片方、父母がいない場合は家計を支えている者が該当

します。父母がいる場合は、所得の有無を問わず父母双方の書類を提出してください。 

※以下のフローのどれにも該当しない場合は申請締切日の 1 週間前までにアカデミック・オフィス奨学金

担当まで問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【該当する証明書類をすべて提出】 

●生活保護：生活保護決定（変更）通知書のコピー 

●傷病手当金：傷病手当金通知書のコピー 

●年金（遺族年金、障害年金等）：年金振込通知書のコピー又は年金額改定通知書のコピー 

●児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当：受給金額が記載された通知書のコピー 

●援助金、養育費等：援助の年額の証明（様式自由：援助者が作成し、署名・押印） 

●その他公的手当等：受給金額が記載された通知書のコピー 

【提出書類】 

●給与所得者：給与支払（見込）証明書又は新勤務先の直近 3 ヶ月以上の給与明細

のコピー（新勤務先発行）※2019 年（1 月～12 月）分の源泉徴収票がある場合

は提出してください。 

●商店・農業工業・個人経営：直近 3 ヶ月以上の帳簿等のコピー 

【提出書類】 

●給与所得者：2018 年分もしくは 2019 年分の源泉徴収票のコピー 

●商店・農業工業・個人経営：2018 年分確定申告書（第一表と第二表）（控）

のコピー（税務署の受付印があるもの） ※電子申告（e-TAX）により確定申

告を行っている場合は、「受信通知」又は「即時通知」のコピーも一緒に提出 

●海外勤務等により上記の書類が提出できない場合：会社の給与支払証明書ま

たは年収証明書（2018 年 1 月～12 月分もしくは 2019 年 1 月～12 月分） 

 

申請時点で働いていますか？ 

2018 年 1 月 2 日以降に就職・転職・退職・開業・廃業したことがありますか？ 

はい 

いいえ はい 

【スタート】 

次頁へ 

いいえ 
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【提出書類】 

●所得金額 0 円と記載のある「所得証明書」

又は「非課税証明書」（市区町村発行） 

【提出書類】 

●離職票のコピー又は退職証明書又は廃業届

受理証明のコピー又は破産手続き開始決定

通知コピー 

現在の状況（無職）が始まったのは、2018 年 1 月 1 日以前ですか？ 

【該当する証明書類をすべて提出】 

●雇用保険：雇用保険受給資格者証のコピー 

●生活保護：生活保護決定（変更）通知書のコピー 

●傷病手当金：傷病手当金通知書のコピー 

●年金（遺族年金、障害年金等）：年金振込通知書のコピーあるいは年金額改

定通知書のコピー 

●児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当：受給金額が記載された通知書

のコピー 

●援助金、慰謝料（養育費）：援助の年額の証明（様式自由：援助者が作成し、

署名・押印） 

●その他公的手当等：受給金額が記載された通知書のコピー 

申請時点で「雇用保険」、「生活保護」、「傷病手当金」、「年金」、「児童手当」等を受給していま

すか？ 

はい いいえ 

はい いいえ 

申請時点で働いていない 
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（１）出願について 

Q. 「大学全国コース」と「大学オープンコース」のどちらのコースに応募すればよいかわ

かりません。 

A. 家計状況申告書類を確認した上で、大学側で判断しますので、申請者自身で選択する必

要はありません。 

 

Q. 交換留学に応募予定ですが最終的にどの大学の交換留学生に決まるかわかりません。

留学計画書はどのように記入すれば良いですか？ 

A. APU の交換留学は希望先を複数大学選択することが可能です。ただし、本制度の応募

にあたっては、派遣先については第 3 志望までしか申請することが出来ません。した

がって、留学計画書については、希望先のどこでも実施可能な計画にするか、実施場所

を限定した計画にするかを決めないといけません。留学計画書での指定留学先と最終

決定留学先が違う場合は、本制度の変更申請が必要になり、再審査になります。もちろ

ん、元々の留学計画書が特定の留学先に限定されている場合は、辞退になる場合もあり

ます（本要項の「４．合格後の留学計画の変更について」を参照）。 

  ※本制度申請時の第 1 希望ではなく、第 2、第 3 希望の留学を行う場合でも変更申請の

手続を行う必要があります。 

 

Q. これから交換留学に応募予定ですが、本制度に合格しても交換留学に不合格となった

場合はどうなりますか？ 

A. 本制度を辞退する必要があります。 

 

Q. 海外初チャレンジ応援枠に応募したい場合、自身の海外渡航歴の証明をする必要があ

りますか？ 

A. ありません。自己申告となりますので、ご自身の海外渡航歴を証明する書類等の提出 

は不要です。 

 

（２）支援内容について 

Q. 交換留学に参加する予定ですが、その場合、本制度の支援内容に記載のある授業料にか

かる奨学金は支払われますか？ 

A. 交換留学など留学先の学費が免除となるプログラムに参加する場合は、本制度の授業

料にかかる奨学金を受けることはできません。 

※本制度の支援内容に記載のある、授業料にかかる奨学金は、学位を取得可能な大学・

大学院・短期大学を留学先機関とし、留学計画に沿った専門分野を学ぶことを目的と

した授業の授業料を支援の対象とします。語学（学校）の授業料のみの場合は、支援

対象外となります。 

５．Q＆A 
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（３）他奨学金との併給について 

Q. 本制度を受給した場合、他の奨学金との併給はできますか。 

A. 他の奨学金との併給関係については、各奨学金の併給条件により異なります。各自で予

め確認してください。なお、APU を窓口とする日本学生支援機構（JASSO）海外留学

支援制度（協定派遣）との併給は出来ません。 

  また全国コースの場合は、日本学生支援機構（JASSO）貸与型第一種、第二種奨学金

との併給が可能ですが、オープンコースの場合は併給不可となります。 

 

 

 

 本制度への応募に関して提供された個人情報は、本制度のみに利用されます。この利用目

的のため適正な範囲において、留学先の大学等教育機関、在外公館、国内および留学先の国・

地域の行政機関、日本学生支援機構、海外留学生安全対策協議会、保険会社等に対し、必要

に応じて共有されますが、その他の目的には利用されません。 

 ただし、上記以外で必要が生じた場合、採用者の同意を得た上で使用します。また、申請

にあたっては、日本代表プログラム募集要項の「18. 個人情報の取り扱いについて」も確認

してください。 

 

 

本要項についての問い合わせ、質問は APU アカデミック・オフィス 留学奨学金担当ま

でお寄せください。 

アカデミック･オフィス 

留学奨学金担当 

前田、大塚 

Tel: 0977-78-1101 

E-mail: intl@apu.ac.jp 

 

 

 

 

７．問い合わせ先 

６．個人情報の取り扱いについて 
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